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児童という概念は，法律上共通性を有するも

のではなく，法律の性格，目的によって異なっ

たものとなっている．厩題の児童の概念は，こ

れを最一大にとって，20年に満たないものを本稿

において児童と称する．（1）又児童法という用語

も児童に関する法律を意味し，即ち未成年者に

適周される法規定を指しているものである・

そもそも，児童法の基盤となっているものは

児養親である，児童観は，時代をおって発達し，

処によって梱達する．児童を家叉は親の私有物

税するものから，児童は，豪の児であるととも

に社会，国家の児であると見るもの，叉児童を

不完全で無力でやつかい著扱いにするものから，

児童の内に理想的人格的可能性を認めこれを尊

重し期待するものなど種々の児童観の相違があ

る．法律も時代の児童観に基づいて規定せられ，

児童観の発達に伴って，法律は改正されていく

べきものである・

しかして，法規定の基盤になっている児童観

は・児童法の基本理念を樹立する・換言す担ぎ

児童法の基本原理は、児童観によって決定され，

法律の目的となり，基本理念となって，立法，

その執行の要となるものである，

わが国児童法の基本原理としてほ，攻の3原

理があげられる，1．児童の人権尊重の原理，

タ・児童福祉の原埋，3．法的特捗舶こよる児童

保護の原，哩がこれである．

註：（1）撃校教育法溝6才一端12才（22）螢働

基準法「蒲15才に満たない見境（56）」、児

童編祉法「蒲18才に満たない老」C4）

少年法「20才に満たない著」（2）民法

「溝20年ヲ以テ成年トス」（3）

1・先登観と鬼童法の基本原理

児童に関する関心は，終戦後とみに高まった．

それは敗戦による浮浪児群，貧困，道義の頽敗

を契棟として，攪起されたものであるが，貧困

と混乱の渦中にあっても，児童の問題は，無園

心でいられない入軸性に基づくものであろう．

当時の悲惨な生活は，望みを明日にかけること

が出来なかった世柿を想えば，一層その感を浸

くする・児童に攻代を托し，その将来に望みを

かけることは，家庭生活，社会生活をする入間

の本能であり，習慣．性となって長い歴史を培っ

てきた・児童を私有物成する者であっても，児

童の問題に関しては彼等なりに無関心でいられ

ない・敗戦当時の人々の問にも，人による児童

観の相違はあつたであろうが，当時の混乱期に

おける児童対策に対しては，全国民の重大なる

関－心事であった．

しかし，児童対策は正しい児童観の基盤の上

に立てられなければならない・この実現は，児

童法の制定改jEを通じて行われるものである・

児童法は，過去の読まれる児童観を改め，現在

の児童観を規制し，将来の児童観の指針となる

ものでなければならない・

文児童観は，児童法の基本原理となっている

ものによって明らかにされている．正しい児童

観の基盤に立つ児童法の基本原理が授達する児

童法の諸規定は，その執行の妙と相いまって，

児童が健全に出生し，愛護養育され，立紙に教

育されることができて，悔ない児童の世代を生

活し乍ら，頼もしい次代の継承者として成長す

ることができるのである・

2・鬼童の人権尊重の原理
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鬼童法の基本原理（畠 山）   

児童の人権尊重の原理は，基本的人権が，成  

人と同様に尊重され，叉児童相互の間において  

も卒等にその権利が尊重されなければならない  

という立法上の基本原理である．   

児童は，弱い者，未完成な者というので，成  

人との問に人権尊重の上に不平等ほあってはな  

らないことは，憲法で「国民は，すべての基本  

的人権の享有を妨げられない」（11）「すべて国  

民は，個人として尊重される」（13（「すべて国  

民はi法の下に平等であって」（1生）と明示す  

るところであって，すべて国民ほ年齢，性別等  

によって基本的人権尊重に差別的取扱いのない  

ことを示している．   

しかし，このことは一切の法益に対して卒等  

であることを示したものではない．例えば公民  

権（憲15）の如く，国民として享有する権利で  

あっても（志15ノ1）一般的にその行使の完全  

を期待することができないような権利は，成人  

と平等であり得ない．叉児童は，未完成な着で  

あり，将来性を有する着であるという児童の一  

般的特質から成人の有していない様式の人権尊  

重の法措置が講じられている．例えば「新聞紙  

その他の出版物に，家庭裁判所の審判に付され  

た少年叉ほ少年の犯した罪によって公訴を提起  

された著の氏名，年齢，職業，住居，容ぼう等  

によってその者が当該事件の本人であると推知  

することが出来るような記事，写真を掲載して  

ほいけない」（少61）の如きである．   

児童と成人との問に基本的人権尊重の上に差  

別があってはならないという含意には，児童な 

るが故に，衰い者，未成熟な者なるが故に，成  

人に尊重されている人権は，児童にほ無税され  

てほいけないが，児童の一般的特質上，成人の  

享有する或権利は留保され，叉或権利について  

ほ，成人が享有していないものであっても，児  

童の一般的特質上，享有することを含むもので  

ある．児童の一般的特質上，内容的，様式的な  

相違であって，かかる相違ほ，児童の人格を無  

税し，軽視する措置ではなくて，児童の理想的  

人格的可能体に対する尊重，保護を与える併以  

のものであり，権利及び権利行使の目的に閲す  

るものである．   

児童相互間における人権の卒等なる取扱いに  

ついては，従来必ずしも平等に取扱われていな  

かった．旧民法（民第4，5舶 明治31法9）  

における子の相続権の不平等，叉t私生子の不当  

な処遇は，児童は生れ乍らにして身分上の不平  

等な地位に置かれていた．教育上においても教  

育の機会均等ほ充分に英二睨せられず，学習院の  

存在をはじめ，児童の七割五分のものは，進学  

の希をもって（1）いても中等数育を受けることは  

できなかった．   

新憲法の定制，民法の改正（民第4，5編昭  

望3法26亡り によって，兄弟姉妹の問に生存上の  

不卒等は改められ（民887ノ3）均等の相続権  

が認められるに至り，叉教育基本法（昭9望法25）  

が制定されて数百の機会均等が保障された．   

このように児童の基本的人権を卒等に尊重す  

る児童観ほ「すべて児童は，ひとしくその生活  

を保障され，愛護されなければならない」（児  

福1ノ2）とする児童福祉法の宣言的規定とな  

り，叉児童憲章の「すべての児童は，ひとしく  

人格として尊重せられ，その生活を保障され，  

愛護されなければならない」との宣言に，如実  

に表わされている．   

児童が人格として，尊重されるのは，性正直  

で天真らんまん，純心で，正義心強く，且つ人  

類の将来の運命を決定する着であることに依る．  

キリストも「我誠に汝等に普く∴汝等掘’りて幼  

児の如く成らば，天国に入らざるべし」（マタ  

イ伝18章）と言って，児童（幼児）の内に貴い  

性質と潜在力を認めており，仏教においても，  

けがれない児童め潜在力に尊厳性を認めて，児  

童（幼児）を慈悲の象徴とまでしている．   

児童は人格として尊重されなければならない  

ものであるが，とかく人権が無成されるのは，  

イ．子に対する親の所有観に基づくもの，ロ．  

保護者の経済的貧困に基づくもの，ハ．人権尊  

重の自覚の欠除（封建的人間観，道徳観）に基  

づくものとが考えられるが，この原因を除去し  

て，児童の人権を尊重させるためには，法措置  

による人権尊重，経済保障の外に認識の改革が  
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教育的になされることが必要である．   

1．児童め人権の内容   

わ方；国の人権尊重の基本理念ほ，連合国の対  

日管嘩方針，日本国憲法の制定，これに続く諸  

法の改正制定によって法的に確立した．叉国際  

連合においては，1ヨ生8年10月「世界人権宣言」  

を採択発表して，現代の諸問題の卒和的解決の  

根源をついた．人権ほ正当に尊重されることは  

一切の不幸を現実から追放する最も根本的な解  

決策であるからである．   

世人はこの点を確知して，人類の未来の一卿  

を姐うて日々成長している児童の人権の上に眼  

を向ける必要がある．人権尊重の冥硯ほ一編の  

法律によって完うすることほできない．児童の  

生活の内に人権尊重の意識を培い，児童の血肉  

に・感覚に育てていかなければ，真に人権尊重  

し合う人間園係の形成ほ不可能に近い．この期  

待は児童に托するより外に方法ほない．世界の  

児童はす〈て，人権尊重のふんいきの中に育つ．  

常に彼等の人権ほ尊重されて，出生，養育，教  

育の権利ほ立派に充実して行われたなら，将来  

の世界の平和は期して待つべきものがある，こ  

のような安直な考えは峯想杓思索遊戯のように  

思わるゝが，しかし，卒和への最短距離は実は  

こんなところに存するでほなかろうか．   

世界の人権歴史は，確かに好ましい方向に向  

って実現されつつある．しかし，その良い歴史  

の問にほ・あまりにも建設の努力に対して，自  

らを破壊する力が働いていた．この根本的な盲  

点は児童の人権が無成されているところにあつ  

た・児童の理想的人格的可能体に対する尊重の  

必要は，教育家，宗教家，哲学者によって強調  

されたが，政治的関心としてほ，僅かた要保護  

児童に対する消極的施策以上にはでないで，一  

般児童，全児童に対する全生活を対象とする積  

極的建設的施策は講じられていなかった．（2）   

児童の権利が具体的に宣言され，児童の世紀  

の躇となったのは，193生年9月26日国際連盟に  

よって採択されたゼネバ宣言である．この宣言  

ほ，世界の児童の権利の保護に強い関心を換起  

するところ▲となって，その後の児童立法行政に  

影響を与えることになった．周   

しからば，児童の権利とはどんな内容のもの  

であろうか．児童は，その保護者或は国家，社  

会に対して，受益を要求する権利として次の三  

種のものをあげることができる．  

（1）児童ほ，健全に生んでもろうことを要求す  

る権利（2）児童は，愛情をもって養育されるこ  

とを要求する権利（3）児童は，立派に数百され  

ることを要求する権利，がこれである．．   

以上の三権利は，児童福祉法「児童が心身と  

もに健やかに生まれ，且つ，育成される」「す  

べて児童ほ，ひとしくその生活を保障され，愛  

護されなければならない」（1）「国及び地方公  

共団体は，児童の保護者とともに，児童を心身  

ともに健やかに育成する責任を窺う」（2）に通  

ずるものであって，児童福祉法，性病予防法，  

優生保護法，予防接種法，結核予防法，生活保  

護法，教育基本法，学校数青法，教科周図書給  

与に関する法律，大日本育英会法等によって法  

的措置が講じられている・   

このように，わが国の児童法も児童の権利の  

保護については，相当の配慮がなされている・  

叉児童の自由権についても，重祓して，児童福  

祉法業容議に当って，厚生委員会の審議経過並  

びに結果の報告で「親権者が児童を虐待いたし   

ました場合に原案によりますと，都道府県の   

知事は親権者の意思に反してもその児童を児   

童福祉施設に透ることができるのであります   

がその点を修正いたしまして，そういう措置   

をとるためには，家事審判所の承認を得なけ   

ればならないことにしました．つまり新憲法   

の保障いたしておりますところの人権尊重の   

趣旨から，その手統に慎重を期した次第であ   

ります」叉「児童福祉施設において，児童を   

酷使してはならないということを明文化し，   

これに罰則を設けました．これまた人権尊重   

の趣眉であります」（4）と述べており，従って  

このような配慮は，法の条文にも第3生条をはじ  

め人権尊重の趣旨は表現されている・（5J   

少年時の改正に当っても，児童の人権尊重匿  

っいてはこれを重大親して，、改正の主眼となつ  

ー「－82－－   



見塞法の基本原三嘆（畠 山）  

健全なる育成を期する児童本来の権利を尊重す  

る趣意のものである．なほ児童の将来性を考慮  

するものとしてほ，少年法の記事等の掲載を禁  

止するものも（少61）人の資格に関する法令の  

適馴こついて刑の言渡を受けなかったものとみ  

なすもの（少60）審判の非公開（少盟虫）などみ  

な児童の将来に対する配慮によるものである．  

すべて児童ほ健全に育成される権利を有してい  

るからである．   

児童の一般的特質から，成人とは権利のもつ  

方，保障の仕方ほ自戯に異ならざるをえない．   

そもそも基本的人権とは，人間らしい生き方  

をする権利，即ち人間たるの品位ある生きかた  

の出来る基捷的要件となるものをもつことにあ  

るのであるから，この本質的意義笹於ては成人  

の権利も児童の権利も変るところがない．  

謹：（1）華族学校職制章程「学校ハ華族ヲ教育スル  

併トス」  

粒）兇重病社旗（昭22法164）ほ基本理念にお  

いて，仝見塞の福祉を積極的に推進しよう  

としたものである・仝鬼童を対象として積  

極的両紙増進を企図した最初の法規ほ，19  

22年のドイツの兄童頑祀法である．  

閻イギリスの家族手首法（1945）制定による  

兄董手常，兄童法（1948）  

アメリカの敢督保障法 （SoeialSeburiw  

Aet（1935）第4章「要扶養見童に対する  

国庫補助金」第5草「州り行う母性及び鬼  

童両社に封する補助金」同法弟52】條の鬼  

童両社事菜  

糾衆議院合議錬第49眈（官報鍍外昭和22，10，  

26）  

（5）鬼塞両軸ヒ法第27使わ2，第34健，第30健，  

第28條  

（6）衆議院合議錬第77幾っ3（官報癖外 昭和  

32，7，4）  

（7）牧英一 昭和27年 刑法絶論524頁 有斐  

閣 少年法の保護塵分は，改喜を目的とす  

るもので，祉倉よりの隔離を目的とするも  

のでない旨述べている．  

3．鬼童頑祉の原理   

こあ原矧ま，児童法全般に通ずる目的，理念  

としての原理であって，児童法の制定改正に当  

でいる．即ち，少年に対する保護処分ほ裁判所  

がこれを行うようにしたこと．少年に対して保  

護処分を科するか刑事処分を科するかを裁判所  

みずから判断するようにしたこと．抗告を認め  

たことなど重要改正となっている．（の   

また児童の行動の自由を制限したり，自由を  

奪うような強制措置をとるに当ってほ，家庭裁  

判所に事件を透って（少9ノ3児福97ノ望）行  

政権による人権侵害を除くようにしている．   

なほ，児童の労働上における独立権について  

であるが，これについいては，保護者による労  

働搾取を除き児童の権利を守るため，未成年者  

の労働契約の締結賃金請求受慣の独立が保障せ  

られている（労基58．59）  

崇．児童の人権保障の特性   

児童に対してほ，憲法上国民として保障せら  

れた自由，権利であっても，児童の一般的特質  

として，思慮分・別が定まっていないた捌こ，一  

定の年齢まで独立してする権利の行使は留保さ  

れているものがある．例えば，憲法上散発選択  

の自由，住居の自由（包望）は何人もこれを看す  

る権利であるが，児童は親権を行う者の許可に  

よらなけれほならない（民鮎3）婚姻の自由（憲  

9生）も，年齢によって制限をうけ（民7三主1）財  

産権不可侵（憲99）の原則に対しても，未成年  

者の財産管理権は親権者によって掌握され〔民  

82墾）叉公民権（憲15）の留保なども以上の理  

由によるのである．   

児童の権利保障の仕方に於てもその特性上異  

っている．例えば，労働の権利（憲27）につい  

ても，年少者に対しては種々の保護的制限はあ  

り労基56・－68）何人も苦役奴隷的拘束を受けぬ  

権利（怒18）を有しているが，児童には更に  

「児童ほ，これを酷使してはならない」（志27ノ  

3）と補足を加えて，児童の正当な労働権を保  

護している．又「何人も，正当な理由がなけれ  

ば，拘禁されない」（憲鎚）として，成人の虞犯  

罪者が放置されているのに，児童で，虞犯行為  

ある者ほ，保護処分の措置がとられる．（7）これ  

などは，児童ほ未成熟なものであり，矯正性が  

あるため，その人格可能体を重税して，児童の  
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ってほ言うまでもなく，その執行運用に当って  

も常に考慮せられ，尊重されなければならない  

（児福1－3）ものである．   

児童は，自立独力をもって成長し得るもので  

ほなく，他の力に依存して成長して行くもので  

ある．従うて，健全有能な文化の継承者をつく  

り，人類の運命を啓いていく者を育成するため  

にほ，保護者も，国家も，社会も児童の保護育  

成の責任に当らなければならない．   

すべての児童は，使命的存在であって，より  

よい世界を建設し，人類の文化を永遠た繁栄さ  

せるための使命を負うている，この故に児童ほ  

心身共に健全に生れ，愛情をもって養育され，  

充分な教育を受ける権利を有するのである．こ  

の権利の実現ほ，児童みづからの計画によって  

合理的に為しうるものでなく，直接には児童の  

保護者の寅うところであるが（民820ノ）国も地  

方公共団体も，児童の健全なる成長のた捌こは  

責任を負わなければならない．（児福留）しか  

も児童の成長に，性格の形成に及ぼし社会的影  

響の甚大であること（1）にかんがみ国及び地方公  

共団体の努力は一層強力に推進せられなければ  

ならない．今や児童ほ保護者のみの力でほ健全  

な成長を期しえられないのである．   

児童の健全なる成長の要件となるものは，別  

言するば，児童福祉の内容である．   

児童碍祉（昭22，法16生）は，この要請に基  

づいて制定されたものである．この法律の対象  

となる児童は，要保護児童ほもとより一一般児童  

もその対象になっている点よりして劃期的なも  

のである．要保護児童の保護，一般児童の誓保 

護児童への転落の防止，真に鰯極的な育成への  

抱寅（2）が伺える．－－但し∵殻児童対発は弱体  

である－－－しかもその実硯のため，同法第3粂  

「国及び地方公共団体ほ，児童の保護者ととも  

に児童を心身ともに健やかに育成する責任を頁  

う」とい．う原則に立って同法が組織されている．   

福祉国家建設への第一歩は，児童福祉の措置  

保障から始まる．（3）これは，産業革命による資  

本主菜的社会磯梼の結果，児童の過重労働の問  

題，労働者の児に対する監護教育，保健問題が  

直接の動榛となって，児童対寛が世人の関心の  

的になったのであるが，も主もと児童は，人類  

社会の次代を支配するものであり，かかる使命  

者としての児童の理想的人格的可能体に対する  

権利の発見が，児童の基本的人権尊重の根源的  

なものであり，これに対する法的保障も，初段  

階においては，消極的，形式的なものであるが，  

望0世紀的法としてほ，本来児童が享有する基本  

的人権が，社会．国家の責任において児童の実  

際生活の内に実現せられることを保障する方向  

へ進んできた．これほ児童観の発達に伴っての  

法の動向の変化であるが，この社会的保障の原  

矧皐福祉の原理と称せられるものである．従っ  

て，児童は，人間児童としての誘りと権威とな  

る基礎的要件の把握の原理ほ人権の原理であり，  

かかる人権の主体たる児童に対する認，識の進歩  

による人権の社会的保障の原矧ま福祉の原理と  

いうことができる．   

児童福祉の原理ほ，出生，養護，教育，矯正  

労働に亙る児童に関する法を一貫している原二呼  

であるが，次にその各項について大要を述べて  

みたい．  

1．出  生   

児塞が健全に出生するた婆）に制定されている  

法律では，優生保護法，性病予防法並びに児童  

福祉法があるが，優生上の見地から不良子，宿  

命の子の出生を防止し（優保1）悪質児出生の  

壷大原国となる性病の撲滅を計り（性9）健全  

な児童の出生を助けるため保健指導（児礪19j  

妊娠の届出（同蛸）母子手帳の交付（同21）入  

院助産の経済的援助（同封）等が講じられて良  

質の児が健全に出生するような法措置がなされ  

ている．  

2．養  言葉   

児童を養護又は監護することも，児童福祉の  

ためなされなければならないが，このための重  

要なる法律ほ，予防接種法，結核予防法，児童  

福祉法＿並びに民法がある．児童が身体的に強健  

であるためには，病気に対する抵＝抗力をもつこ  

とほ，頚健な体力とともに必要な条件である．  

しかも，伝染病ほ他への感染ということからも  

ーーー 糾－   
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その予防ほ，社会的義務であり，叉このた捌こ  

は国家，社会がそのた吟の施策を議ずる責任を  

寅うている．（結核予防法急，51，59，予防接  

種法5，90）   

児童福祉の措置は，親権の効力，法定代理人  

の同意権，代理権を否定するものでほない．親  

権（民法81馳l下）ほ，未成年者が，父母（養  

親）の親権に服することを規定する（民818）  

ものであるが，親権ほ父母（養親）の一方的権  

利でほなく，子のための義務的権利である．（4）   

未成年者の法律行為に対する同意権（民4）  

代理権（民9生），も未成年者の権利の保護のた  

めのものである．（民4ノ2）   

要保護児（家なき児並びに不幸な児）の養護  

についてほ，児童福祉法に詳細な規定が設けら  

れている．即ち市町村長ほ，児童の保育に欠け  

る児を保育併に入所させて保育しなければなら  

ない（2生）これら児童を，里親に托し，乳児院  

養護施設，精神薄弱児施設，療育施設，旨ろう  

児施設，教護院に入所させる（釘，37一組）児  

童福祉審議会及び児童福祉司，児童委員，児童  

相談所を設け（8－－18）て児童福祉の執行運用  

に当る．要保護児を発見した者ほ，児童相談所  

又はその撒員に通告すべきものとしている（35）  

のほ，福祉国豪の国民の当部の義務であって，  

児童福祉については，国民的関心事でなければ  

ならない．  

3．教  

児童が福祉を享受できて，将来の幸福な生活  

を建設していくために最も重要な働きをするの  

ほ教育である．福祉の母体としての数育の意義  

ほ深い．我国教育政策は，「能力に応じて，ひ  

としく教育を受ける権利を有する」（志望6ノ1）  

「国文ほ地方公共団体は，能力があるにもかか  

わらず，経済的理由によって修学困難な者に対  

して，奨学の方法を講じなければならない」（数  

二基4ノ雲．）の規定に基づく，能力相応の卒等な  

教育を施し教育政策の基本理念が確立され，教  

育基本法，学校数育法，社会教育法，教育委員  

会法，児童に対する教科用図書の給与に関する  

法律，大日本育英会法等（5）児牽教育に関する法  

律は，一応整備されている．  

4．矯  正   

児童は，未完成の状態にあLり▲，陶冶性大であ  

るという椿性に基づいて，犯罪行為をした児童，  

虞犯児童に対して，医学，精神医学，心理学，  

社会学，教育学，統計学等の専門的知識を活用  

して，これら児童の性格の矯jEに．当らなければ  

ならない．   

犯罪性格形成の先天性，後天性，犯罪性格の  

矯正についてほ，決定的な成果を得られない現  

状にあるが，性格形成の後天性，性格の矯正に  

ついてほ，重大現すべきことについてほ異論の  

ないところである．（6）   

この対策は児童福祉，国家福祉の上から琶雷  

なものでなければならない．  

1墾才に満たない児童は，犯罪を犯しても処罪  

されないが（刑生1ト少年法の定めるところによ  

って，1生才に満たない犯罪児童，虞犯児童は，  

家庭裁判所の審判によって，地方少年保護委魚  

会の保護観察，教護院の教護，少年院の矯正教  

育に付する（少3，2墾少院1児福生生犯更3，鋤）  

1生才以上16才未満の少年の犯罪についてほ，家  

庭裁判所から検察官へ逢致されて刑事処分に付  

されることほない等の処置は，児童が具体的な  

場合にのぞんで是非善悪の弁分別力に乏しく，  

制御能力弱く，誘惑に抵抗力が弱く，人格が未  

成熟で不安定で矛盾性に富み，やがてほ滑滅す  

る一時的異常もみられ，人格は動的で固定性に  

乏しく，陶冶性を包臆しているため，特別な保  

護と教育によつで性格を矯正し，児童の健全な  

育成をめざしてなされている．  

5．労  働   

児童を過量労働から守り，健全な発育を計る  

ための立法措置ほ英国の児童労働保護法の制定  

に始まるが，以来児童労働，女手労働，更に成  

人男子労働の保護へと順を追うて，労働保護の  

政策が講じられて今月に至った．   

児童は，心身発達の途上にあうて，これが完  

全を期することは，児童の基本的権利であり，  

なほ社会の健全な発展の基礎である．しかも児  

童の過重労働は，心身の発育を阻審し，知能の  

っ＿／  
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護院叉ほ養護施設で教護すること（少餌児福出  

払）ハ，少年院に収容して矯正教育をすること  

（少院1）の3種ある．   

2．少年法では刑法の∵般頒定に対して次の  

ような特例がある．  

（1）死刑，無期刑が18才未満の者に対して緩  

和されている（少51）（2）不定期刑の探聞（少  

52）（3）労役場留置の言渡しの禁止（5生）勘  

仮出嶽条件の寛大（少58）（5j 供出嶽期間中に  

刑の執行を終了したものとする規定（少59）（6J  

人の資格に関する法令の適馴こ関する配慮（少  

60）   

3．少年法か刑事訴訟の特別規定としては，  

（1）事件の蓬致に関して，犯罪の有無に拘らず  

審判に附すべき事由があると思料した場合迭致  

児童は，環境的要因によって，その人問形成  

に及ぼす影響ほ大きく，しかも児童の持つ環境  

に対してほ，運命的に近く児童の意志では如何  

ともしがたいものがある．（2）   

以上のような忍喜汲は，児童の犯罪に対する実  

体法上，手続法上の諸特例を必要とし，行政的  

特別施設を必要とする刑事政魔がとられる所以  

のものである．   

児童の労働政策の法的特列措置についてほ，  

労働法そのものが，児童（ならびに女子）の過  

重労働の保護を眼目として成立したものであ  

る．   

従って労働保護政策は，児茸，女子，成年男  

子と範囲を拡大して今日に至ったのである．三現  

行法において，児童労働の特別としてほ，第一  

に日本国憲法第ヨ7条第3項「児童ほ，これを酷  

使してはならない」の規定をあげなければなら  

ない．しかし本規定自体には，労働保護の沿革  

的残浮を示すとか，かかる消極的経済的規定に  

とどまらず「一般児童の生活保護」という痘極  

的規定でありたいものという論議（3）もあるが，  

本規定ほ，その規定上の地位からしても，労働  

関係における児童の酷使の禁止と解釈される．（4）  

労働基準法ほ，この規定に基づいて，女子をも  

含めて第6章「女子及び年少者」を設けて，前  

述（児童福祉の原理の項）の如き諸特例規定を  

定めて，児童の労働を保護している．叉船員法  

（昭慧盟法100）第九章「年少船員及び女子船員」  

を設けて，未成年者が船員となるには法定代理  

人の許可を要する規定（8塾）最低年齢わ規定，  

作業制限の規定，行政官庁の認証規定（85）労 

働時間に関する制限（88）を定めて児童の船員  

に労働上の特別な保護を与えている．   

その他児童の健康，風紀，教育上の立場から  

児童の社会生活に加える保護を目的として制定  

された法律にほ，未成年者喫煙禁1L法，未成牢  

者飲酒禁止法がある・   

児叢に適用される法律ほ，公法上も，私法上  

においても，その責任能力を考慮し，児童の－、  

般的特質上から，制限的保護規定，庇護的保重  

税定を設けて，法的特例措置をとって，立法上 

（2）保護処分の決定した事件  

迫はできない（少生6）（3）家庭  

する（少損，  

について刑  ．．こミご  
裁判所から検索官へ透致後の取扱（少伍）（4J  

連 笥 

別規定（少生3，生生，生8）（5）  

事件の手続の分離（少墾9）（6）  

勾留に関する  

他被告人と  

審理は広範かづ専門的知識を活用して行う（少  

5：り   

4．少年法の特別監嶽法としてほ  

（1）拘置監における成人との分離（少生9）（2）  

懲役又は禁錮力執行ほ捲設監毒見は監嶽内に分・  

界を設けで執行する（少』は）   

なほ少年法に関連の深い法律としてほ，少年  

院法∴犯罪予防更生法，児童福祉法があって，  

之と関連し，禰宜に調整し合っている．   

児童の犯罪は成人と同機に取扱わるべきでな  

いとの考えほ，古代法もこれを詔あるところで  

あり（ヱ）近代法は，刑事能力の点から年齢上の一  

線を割くして特別規定を設けている．これは一  

つにほ行為に  

く叉観念上弁  

する透徹した是非か弁別力がな  

力があっても自制力が弱いこと  諾   
J  

によるものであるが，→つにほ，行為に道義的  

弁別力があり，自制力も児童にあると認められ  

る場合でも，成人と同様に取吸うことは適当で  

ないとするものである．何故なら児童の心身ほ  

発達か過程にあって，その可塑性よりして，特  

別な保護を要するものであるからである．  
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の形式的体容を構成している．（以上の外の児  

童の法律についてほ記載して説明することを略  

す）  

謹：（1）仁井田陛1952年 中国法制史78貞  

岩波書店「唐津でほ90才以上及び7才以  

下は絶対無能力者，80才以上10才以下は  

限定責任能者としていか∴落雪め律にも  

これと多少年齢の差はあるオミ同柊の規定  

がある」  

牧健二 昭和23年 日本法制史概論  

115貢 改文壁書鼻「年齢に於ては90才  

以上7才以下とは，刑事責任能力なきも  

のとせられ，70才以上と16才以下の者と  

については制限的に責任能力を認めた」  

と前王朝時代の律について述べてる．  

物措水幾太郎 昭2銅三 社愈的人間論  

38－39頁 44－45真  

田）法学協骨 昭和26牢 註解日本国憲法  

上巻 263－4頁 266貢 有斐開  

国同上 271頁  

む す び  

以上 論述の三原埋ほ，児童法の内容上の基  

本的理念として，又児童の形腰的，種別的な形  

式上の基本的原理として，児童の法律の性格を  

形成していること．この原理は，児童の心身が  

発達の過程にあり，かつ，人類社会の未来の運  

命を担う着であるという一般的特質を有するこ  

とに基盤をもつものであること．更にこの原理  

に基づいて児童の法律を概観してきたのである  

が，稿未に次の点を附記して本稿を結びたい．   

即ち児童は法律の上でほ一応「児童の世紀」  

を思わしめるが，しかし，事実酷使ほ，監督の  

不行届，法の間隙を縫うて行われ，（1）乳児院に  

ほ引取人がなく居すわりの児童多く，不就学児  

童，長期欠席児童，児童の集団犯罪，親子心中  

等，依然として，児童の問題は終えんしそうに 

もない．これは種々の因由によって発生するで  

あろうが，児童法自体の不備なる点を概括的に  

あげれば次のような点がある．  

1．児童保護の当該義務者に対して，法ほ強  

力を加えぬか．叉ほ弱いこと．2．児童の権利  

尊重，福祉の増進について，宣言的でほあるが  

その割に実質的規定少なく弱い．3．矯正教育  

保護処分等の如く，よい名目に対して，その実  

質及び社会通念ほそれに伴わない．4．重点的  

根源的な対策なく，不徹底な万過重義である・   

特に．第4点についてほ「すべての児童が愛  

情と知織と技術をもって育てられ，家庭に恵ま  

れない児にほ，これにかわる怒境が与えられる」  

（児童憲章9）とする家庭対策が強力に推進さ  

れなければならない．少なくも，児童はその家  

庭の経済的恐脅することないような措置と豪産  

の品位が保てる最少限度の保障，児童の読物，  

玩具が良質で廉価ですべての児童にゆき宜る文  

化的保障が，児童問題の根本的対策である．   

児童ほ家族集団内の生活に於て，人格的基経  

形成をなす．即ち家庭こそは個性の揺藍であ  

る．貧乏即不良，犯罪とは言いえないが，貧困  

が悪影響する家庭の品位，性格異常家庭ふ犯  

罪への途となり，又欠損家庭が犯罪の成因とな  

っていることなどに留意すべきであり，（2）児童  

対策の重点は家庭対策に置かれなけれはならな  

いことを強調したい．  

…主：（1）船員法第88健第3項わ夜間静物 同番  

l條第2項による非合漁船，季節的番数  

（農，林，水産∴水産加工）における過重  

螢働  

（2）大津正堆 昭和27年 矯正保護 37真  

以下犯罪原因の探究 日本評論敵  

Al；＄TRÅCT  

Inthispapertheautho＝Ilentionsthe axiomof promotillgthe children，s welfare，  

threeaxiomsofthe fllllda－ne11tals of our a11d（3）thea7Kiomofprotectitlgthechildre牲  

Childrenprotectionlaws，11amely，（1）the inaccordancewiththe excel）tioIlalcase of  

axiomof respect痺person払1ri宮地，（勾仏e tbelaws．  

－r」聞－   



鬼童法の基本原∴理（烏 山）  

He states that these axioms stalld oIl  

the basis of gelleralcharacteristics that the  

ChildreIlare OIlthe process of gr帥・thiIl  

nユiTld and b（肩）′，鋸1d仏at tlleJr are destiIle（1  

to carrユr tbe fllt11re Of hllmallSOCiety oIl  

their shoulders．  

He farther outli11eS the childreIl，s  

lalVS Ofl払is coll‡1try aeeOrding to the  

above－melltioIled axio111S．  

ー89－   




